
（一社）君津労働基準協会
ＴＥＬ：０４３８－３７－９６２０
FAX：０４３８－３７－９６２１

2019年2月より労働安全衛生法第59条第3項の特別教育に「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところに
おいて墜落制止用器具のうち、フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務（ロープ高所作業に係る業務を除く。）」が追加され
ております。今般下記により標記講習会を開催いたしますので、該当希望者は受講いただきますようご案内いたします。

【日　　　時】   令和６年７月３０日（火）　９：００～１６：１０（予定）
【場　　　所】   かずさ建設会館　２階会議室　（木更津市潮見3-13-5）
【研修内容】

【講習料金】 会員９，９００円　会員外１１，９９０円　　（テキスト代９９０円・消費税を含む）
【締　　　切】 ７月１６日（火）締切ですが、定員（４０名）になり次第締切ります。
【申込方法】 窓　　　口… 申込書、受講票に所定事項を明記し、受講料を添え、お申込み下さい。

現金書留…申込書、受講票、受講料を同封してお送り下さい。
銀行振込…下記口座へ受講料をお振込後、「銀行振込明細」のコピーと申込書、受講票を協会宛てお送りください。

振込先　《 千葉銀行　　木更津支店　　普通　１３１３０８１　（一社）君津労働基準協会 》

〒292-0838　千葉県木更津市潮浜1-17-59　商工会館4階 TEL 0438-37-9620 　   FAX 0438-37-9621

【そ の 他】 （１）【持ち物】 筆記用具・フルハーネス型墜落制止用器具（お持ちの方のみ）/当日は動きやすい服装でお越しください。

      （２）修了者には、（一社）君津労働基準協会より修了証を交付します。

　　　　（注）当案内書をコピーして、ご使用下さい。

受講№　　　　　　　

〒

　      (一社)君津労働基準協会　殿 ※ﾌﾙﾊｰﾈｽ型墜落制止用器具をお持ちの方はご持参ください。

              上記のとおり受講料を添えて申込みます。　　  令和　　　年　　　月　　　日 （一社）君津労働基準協会

会場：かずさ建設会館２階
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生年月日 昭和 ・ 平成　 　  年　  　月　 　 日生

「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」のご案内

受   講   票　　

（※本講習は、労働災害防止を目的に受講科目の省略はいたしません。）

「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」

（７/３０開催）申　込　書

「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」

開始時刻の１０分前

までには入室して

ください

※希望者には、４４０円でお弁当の

ご注文を受付いたします。 （当日受付）

科目（Ⅴのみ実技） 時間範囲

①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法

②作業に用いる設備の点検及び整備の方法

③作業の方法

Ⅰ作業に関する知識 １時間

①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造

②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付方法及び選定方法

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法

Ⅱ墜落制止用器具

（フルハーネス型のものに限る。

以下同じ。）に関する知識

２時間

①墜落による労働災害の防止のための措置

②落下物による危険防止のための措置

③感電防止のための措置

④保護帽の使用方法及び保守点検の方法

⑤事故発生時の措置

⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法

Ⅲ労働災害の防止に関する知識 １時間

安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項Ⅳ関係法令 ０．５時間

①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法

③墜落による労働災害防止のための措置

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

Ⅴ墜落制止用器具の使用方法等 １．５時間


